
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

訓

令

○
特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

一
二
五

○
職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
二
五

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
二
六

○
平
成
二
十
五
年
度
水
稲
及
び
大
豆
原
種
の
配
付
数
量
及
び
配
付
価
格
を
定
め
た

件

一
二
六

○
国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
件

一
二
七

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件

一
二
七

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
二
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
二
七

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件
十
四
件

一
二
七

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
三
一

福
島
県
公
安
委
員
会

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
指
定
講
習
機
関
と
し
て
指
定
し
た
件

一
三
二

雑

報

○
有
料
道
路
「
福
島
空
港
道
路
」
の
料
金
の
額
及
び
徴
収
期
間
を
公
告
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

一
三
二

訓

令

福
島
県
訓
令
第
三
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
又
は
」
の
下
に
「
農
林
水
産
部
農
業
支
援
総
室
農
業
振
興
課
若
し
く
は
」
を
加
え
、

「
同
法
第
九
条
」
を
「
同
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人

事

課
）

福
島
県
訓
令
第
四
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

二
年

女
子
職
員
に
あ
つ
て

別
表
第
一
文
書
の
印
刷
又
は
製
本
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中

二
年

業
上
衣
と
す
る
。

「

は
作

二
年

を

に
改
め
、
同
表
農
林
事
務
所
（
農
業
普
及
所

二
年

」

」

及
び
大
柿
ダ
ム
管
理
事
務
所
に
限
る
。
）
又
は
病
害
虫
防
除
所
に
勤
務
す
る
技
術
職
員
の
項
中
「
及
び

大
柿
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を
「
、
大
柿
ダ
ム
管
理
事
務
所
及
び
富
岡
林
業
指
導
所
」
に
改
め
、
同
表
水

「

二
年

女
子
職
員
を
除
く
。

産
事
務
所
に
勤
務
し
、
改
良
普
及
業
務
に
従
事
す
る
技
術
職
員
の
項
中

───────────────────────────────────────────────────────────
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二
年

女
子
職
員
に
あ
つ

二
年

業
上
衣
と
す
る
。

「

二
年

を

に
改
め
、
同
表
農
林
事
務
所
（
農
村
整
備

て
は
作

二
年

二
年

」

」

部
に
限
る
。
）
に
勤
務
し
、
用
地
又
は
換
地
の
業
務
に
従
事
す
る
事
務
職
員
の
項
中
「
農
村
整
備
部
」

の
下
に
「
及
び
森
林
林
業
部
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
企
画
調
整
部
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

環
境
教
育
用

作

業

帽

生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室

環
境
教
育
用

作

業

服

環
境
教
育
用

ゴ
ム
長
ぐ
つ

「
自
然
保
護

公
害
調
査

別
表
第
二
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
の
項
中
「
自
然
保
護
監
視
調
査
用

雨
衣
」
を

公
害
調
査

公
害
調
査

監
視
調
査
用

雨

衣

「
環
境
衛
生
検
査
用

用

保
護
帽

公
害
調
査
用

に
改
め
、
同
表
生
活
環
境
部
環
境
保
全
総
室
の
項
中

用

雨

衣

公
害
調
査
用

用

ゴ
ム
手
袋
」

公
害
調
査
用

ゴ
ム
手
袋

保
護
帽

を
「
環
境
衛
生
検
査
用

ゴ
ム
手
袋
」
に
改
め
、
同
表
土
木
部
建
築
総
室
の
項
中
「
営

雨

衣

ゴ
ム
手
袋
」

「
営
繕
工
事
用

防
寒
服

繕
工
事
用

防
寒
服
」
を

復
興
公
営
住
宅
整
備
工
事
現
地
調
査
用

作
業
帽

に
改
め
、
同
表
港
湾

復
興
公
営
住
宅
整
備
工
事
現
地
調
査
用

作
業
服
」

「
施
設
管
理
用

保

護

帽

「
施
設
管
理
用

作
業
帽

施
設
管
理
用

作

業

帽

建
設
事
務
所
の
項
中

を

に
改
め
る
。

施
設
管
理
用

作
業
服
」

施
設
管
理
用

作

業

服

施
設
管
理
用

ゴ
ム
長
ぐ
つ
」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
業
務
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

六
年
三
月
十
八
日
か
ら
同
年
四
月
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管

理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
島
南
本
店

福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
児
子
塚
四
十
三
番
地
六
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号

平
成
二
十
五
年
度
水
稲
及
び
大
豆
原
種
の
配
付
数
量
及
び
配
付
価
格
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

原
種
の
配
付
数
量

種
類

品
種
名

数
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
）

水
稲

コ
シ
ヒ
カ
リ

一
三
、
五
一
二

ひ
と
め
ぼ
れ

五
、
〇
五
六

天
の
つ
ぶ

二
、
三
六
〇

あ
き
た
こ
ま
ち

三
二
〇

チ
ヨ
ニ
シ
キ

六
四
〇

ま
い
ひ
め

四
八

た
か
ね
み
の
り

四
八

夢
の
香

三
六

こ
が
ね
も
ち

六
四
〇

水
稲
合
計

二
二
、
六
六
〇

大
豆

ふ
く
い
ぶ
き

二
〇

あ
や
こ
が
ね

一
三
五

大
豆
合
計

一
五
五

二

原
種
の
配
付
価
格

種
類

単
位

価
格
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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水
稲

一
キ
ロ
グ
ラ
ム

三
六
〇
円

大
豆

一
キ
ロ
グ
ラ
ム

三
二
九
円

（
水
田
畑
作
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査
と

し
て
平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

調
査
を
行
う
者
の
名
称

会
津
若
松
市

二

調
査
地
域

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
の
一
部

三

調
査
期
間

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
四
日
長
峰
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
白
河

白
河
市
郭
内
二
二
二
番
九

変
更
前

Ａ

二
〇
・
〇
〜

二
〇
七
・
五

停
車
場
線

三
地
先
か
ら

三
九
・
〇

同

市
大
工
町
七
二
番
地

先
ま
で

白
河
市
大
工
町
七
二
番
地

Ｂ

二
〇
・
〇
〜

二
一
七
・
〇

先
か
ら

三
九
・
〇

同

市
手
代
町
五
二
番
一

地
先
ま
で

白
河
市
郭
内
二
二
二
番
九

変
更
後

Ａ

二
〇
・
〇
〜

二
〇
七
・
五

三
地
先
か
ら

三
九
・
〇

同

市
大
工
町
七
二
番
地

先
ま
で

白
河
市
大
工
町
七
二
番
地

Ｂ

二
〇
・
〇
〜

二
一
七
・
〇

先
か
ら

三
九
・
〇

同

市
手
代
町
五
二
番
一

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
白
河
停
車
場
線

白
河
市
大
工
町
七
二
番
地
先
か
ら

平
成
二
六
年
三
月
二
三
日

同

市
手
代
町
五
二
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
三
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

小
泉

清
一

南
相
馬
市
原
町
区
本

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

町
二
丁
目
五
八
番
地

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

（
出
納
総
務
課
）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福
島
県
告
示
第
百
五
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

大
河
原

精

岩
瀬
郡
鏡
石
町
不
時

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

沼
二
三
四
番
地

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
五
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
十
二
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

佐
藤

重
義

相
馬
市
中
村
字
大
町

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

三
四
番
地

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
六
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

合
資
会
社
錦
尚

相
馬
市
中
村
字
大
手

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

堂

先
九
番
地

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
七
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

ふ
た
ば
農
業
協

双
葉
郡
大
熊
町
下
野

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上

同
組
合

上
字
大
野
三
九
八
番

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

川
内
字
町
分
一
〇
六
番

地

地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
八
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

石
川
地
区
交
通

石
川
郡
石
川
町
字
長

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

安
全
協
会

会

久
保
一
八
五
番
地
の

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

長

石
井

清

二

勝

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
九
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

株
式
会
社
ま
る

郡
山
市
堂
前
町
九
番

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

ほ

三
号

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

須
賀
川
地
区
交

須
賀
川
市
八
幡
町
一

同

同

通
安
全
協
会

九
番
地
の
七

会
長

草
野

美
昭

株
式
会
社
升
屋

南
会
津
郡
南
会
津
町

同

同

商
店

田
島
字
東
町
甲
二
八

六
八
番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

相
馬
地
区
食
品

南
相
馬
市
原
町
区
錦

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
衛
生
協
会

会

町
一
丁
目
三
〇
番
地

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

長

太
田

正

克双
葉
地
区
食
品

双
葉
郡
富
岡
町
大
字

同

同

衛
生
協
会

会

小
浜
字
中
央
五
八
三

長

高
野

泰

番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
一
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

い
わ
き
南
地
区

い
わ
き
市
植
田
町
南

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

交
通
安
全
協
会

町
一
丁
目
六
番
地
の

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

会
長

室
井

六

五
郎

い
わ
き
東
地
区

い
わ
き
市
小
名
浜
岡

同

同

交
通
安
全
協
会

小
名
字
御
代
坂
一
九

会
長

齊
藤

番
地

誓
之
助

い
わ
き
常
磐
地

い
わ
き
市
常
磐
関
船

同

同

区
交
通
安
全
協

町
大
平
一
六
番
地
の

会

会
長

佐

一

藤

久
男

阿
部

正
征

い
わ
き
市
常
磐
湯
本

同

同

町
吹
谷
八
三
番
地

い
わ
き
市
母
子

い
わ
き
市
平
字
梅
本

同

同

寡
婦
福
祉
会

二
一
番
地

会
長

柴
田

孝
子

横
田

通
子

い
わ
き
市
四
倉
町
字

同

同

西
三
丁
目
六
番
地
の

七

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
二
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

鈴
木

清

相
馬
市
中
村
字
大
手

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

先
四
三
番
地

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
三
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

南
会
津
公
衆
衛

南
会
津
郡
南
会
津
町

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

生
協
会

会
長

田
島
字
天
道
沢
甲
二

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

渡
部

佳
弘

五
四
二
番
地
の
二

会
津
み
な
み
農

南
会
津
郡
南
会
津
町

同

南
会
津
郡
南
会
津
町
古

業
協
同
組
合

田
島
字
行
司
七
六
番

町
字
居
平
一
八
番
地
の

地

一

会
津
み
な
み
農

同

同

南
会
津
郡
南
会
津
町
山

業
協
同
組
合

口
字
村
下
一
五
六
五
番

地
の
一（

出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

有
限
会
社
成
光

郡
山
市
大
槻
町
字
新

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

池
下
五
六
番
地
の
五

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

丹
治

一
郎

郡
山
市
並
木
一
丁
目

同

郡
山
市
富
田
町
字
稲
川

一
三
番
地
の
七

原
四
〇
番
地

小
櫻

恵

白
河
市
新
白
河
二
丁

同

白
河
市
白
坂
一
里
段
六

目
四
六
番
地
一

番
地
二
三
六

白
河
地
区
交
通

白
河
市
昭
和
町
二
二

同

住
所
地
に
同
じ

安
全
協
会

会

六
番
地
の
二
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長

小
櫻

輝

鈴
木

源
八

白
河
市
八
幡
小
路
六

同

同

番
地

金
子

尚
雄

白
河
市
本
町
八
番
地

同

同

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

有
限
会
社
ス

会
津
若
松
市
大
町
一

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

会
津
若
松
市
一
箕
町
大

チ
ュ
ー
デ
ン
ト

丁
目
九
番
八
号

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

字
鶴
賀
字
上
居
合
九
〇

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー

番
地

ト福
島
県
庁
消
費

福
島
市
杉
妻
町
五
番

同

会
津
若
松
市
追
手
町
七

組
合

組
合
長

七
五
号

番
五
号

鈴
木

正
晃

会
津
地
区
公
衆

会
津
若
松
市
追
手
町

同

住
所
地
に
同
じ

衛
生
協
会

会

七
番
四
〇
号

長

加
藤

道

義武
藤

守
弘

会
津
若
松
市
中
央
一

同

同

丁
目
二
番
二
六
号

会
津
若
松
地
区

会
津
若
松
市
山
見
町

同

同

交
通
安
全
協
会

二
四
八
番
地

会
長

田
中

文
雄

斎
藤

や
す
代

会
津
若
松
市
米
代
一

同

同

丁
目
一
番
三
号

瀬
野

靜
子

喜
多
方
市
字
一
丁
目

同

喜
多
方
市
字
一
丁
目
四

四
六
三
六
番
地
の
二

六
三
六
番
地

喜
多
方
地
区
交

喜
多
方
市
関
柴
町
上

同

住
所
地
に
同
じ

通
安
全
協
会

高
額
字
宮
越
五
三
七

会
長

荒
川

番
地
の
一
〇

洋
二

山
口

謙
太
郎

喜
多
方
市
塩
川
町
小

同

同

府
根
字
畑
ケ
田
三
六

番
地

鈴
木

八
朗

耶
麻
郡
北
塩
原
村
大

同

同

字
大
塩
字
下
六
郎
屋

敷
二
一
八
三
番
地

猪
苗
代
地
区
交

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字

同

同

通
安
全
協
会

梨
木
西
一
〇
〇
番
一

会
長

鈴
木

榮
太
郎

有
限
会
社
近
江

河
沼
郡
会
津
坂
下
町

同

同

屋
商
店

字
市
中
三
番
甲
三
六

六
六
番
地

会
津
坂
下
地
区

河
沼
郡
会
津
坂
下
町

同

同

交
通
安
全
協
会

字
舘
ノ
下
三
一
一
番

会
長

増
井

地

久
人

千
葉

平
吉

大
沼
郡
会
津
美
里
町

同

同

字
高
田
甲
二
七
六
八

番
地

渡
部

タ
ミ
子

大
沼
郡
金
山
町
大
字

同

同

横
田
字
中
丸
二
四
四

番
地

若
林

豊
次

大
沼
郡
金
山
町
大
字

同

同

川
口
字
上
町
六
五
八

番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
六
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
六
年
三
月
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

油
井

キ
ク

福
島
市
新
町
七
番
三

平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

号

三
一
年
三
月
三
一
日
ま
で

福
島
北
地
区
交

福
島
市
飯
坂
町
平
野

同

同

通
安
全
協
会

字
江
合
二
番
地
八

会
長

小
野

金
悦

有
限
会
社
角
田

福
島
市
飯
坂
町
平
野

同

同
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商
店

字
明
神
町
二
一
番
地

福
島
県
庁
消
費

福
島
市
杉
妻
町
五
番

同

福
島
市
杉
妻
町
二
番
一

組
合

組
合
長

七
五
号

六
号

鈴
木

正
晃

有
限
会
社
福
島

福
島
市
町
庭
坂
字
原

同

住
所
地
に
同
じ

自
動
車
学
校

中
二
番
地
の
五
一

有
限
会
社
吾
妻

福
島
市
下
野
寺
字
遠

同

同

自
動
車
教
習
所

原
三
六
番
地
の
五

二
本
松
地
区
交

二
本
松
市
若
宮
二
丁

同

同

通
安
全
協
会

目
一
六
三
番
地
の
五

会
長

野
地

達
夫

有
限
会
社
遊
佐

二
本
松
市
油
井
字
福

同

同

商
店

岡
一
一
四
番
地

伊
達
地
区
交
通

伊
達
市
保
原
町
大
泉

同

同

安
全
協
会

会

字
大
地
内
六
一
番
地

長

菅
野

宇

の
四

一桑
折
地
区
交
通

伊
達
郡
桑
折
町
大
字

同

同

安
全
協
会

会

谷
地
字
形
土
一
五
番

長

亀
岡

彦

地
の
二

久川
俣
地
区
交
通

伊
達
郡
川
俣
町
大
字

同

同

安
全
協
会

会

鶴
沢
字
下
中
島
二
〇

長

蓮
沼

洋

番
地
の
二

志

（
出
納
総
務
課
）

公

告

公
告
第
八
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
六
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
教
育
・
雇
用
研
究
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

佐
瀬

正
行

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
上
荒
久
田
字
鈴
木
百
六
十
三
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

当
法
人
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
は
じ
め
市
民
及
び
市
民
活
動
団
体
、
公
益
団
体
、
公
共
団

体
、
自
治
体
、
教
育
機
関
、
企
業
等
、
地
域
社
会
を
構
成
す
る
個
人
、
組
織
に
対
し
て
雇
用
問
題
解

決
を
最
終
目
標
と
す
る
社
会
教
育
環
境
の
充
実
の
為
の
人
材
育
成
と
周
辺
教
育
環
境
整
備
へ
の
支
援

事
業
及
び
共
働
・
連
携
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
環
境
や
社
会
環
境
の
整
備
、
社
会
教
育

を
提
供
す
る
場
の
実
現
、
雇
用
問
題
の
解
決
な
ど
に
貢
献
し
、
若
者
が
夢
を
持
っ
て
将
来
を
描
き
、

希
望
を
持
っ
て
就
業
す
る
事
が
出
来
る
活
力
あ
る
社
会
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会
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福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ３ ３ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 講 習 機 関

と し て 次 の と お り 指 定 し た 。
平 成 26年 ３ 月 18日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 高 瀬 淳
１ 指 定 講 習 機 関 と し て 指 定 し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に そ の 者 が
特 定 講 習 の 業 務 を 行 う 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 住 所 代 表 者 の 氏 名 事 務 所 の 名 称 事 務 所 の 所 在 地

株 式 会 社 福島県白河市東釜 穂 積 功 久 県 南 自 動 車 学 福 島 県 白 河 市 東 釜
県 南 自 動 子字古峯内 98番地 校 子 字 古 峯 内 98番 地
車 学 校

２ 特 定 講 習 の 種 別
取 消 処 分 者 講 習

３ 指 定 年 月 日
平 成 26年 ３ 月 ６ 日

（ 運 転 免 許 課 ）

雑

報

福
島
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号

有
料
道
路
「
福
島
空
港
道
路
」
の
料
金
の
額
及
び
徴
収
期
間
を
公
告
す
る
件
（
平
成
十
三
年
福
島
県

道
路
公
社
公
告
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日

福
島
県
道
路
公
社

理
事
長

原

利

弘

一
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

料
金
の
額

車

両

の

種

類

料

金

の

額
（
通
行
一
回
当
た
り

単
位
円
）

軽

自

動

車

等

二
五
○

普

通

車

三
一
〇

中

型

車

三
六
〇

大

型

車

五
一
〇

特

大

車

八
七
〇
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